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令和５年度 第３回今治市ふるさと共創・共生ビジョン懇談会 会議録 

 

１ 日 時  令和 5年 11月 13日（月）午前 10時 00分～午前 11時 00分 

 

２ 会 場  今治市役所 第 2別館 11階 特別会議室 3・4号 

 

３ 内 容  議事１ 第２期今治市まち・ひと・しごと創生総合戦略の所要の改訂について 

議事２ 第４次今治市定住自立圏共生ビジョンの所要の改訂について 

 

４ 出席者  ＜座長＞ 

冨田企画政策局長 

 

＜専門委員＞ 

岡田 喜行   越智 善一   山﨑 昭二   吉武美由紀 

宇佐美浩子   村上あらし   上村 友希   岡村 泰彦 

相原 正樹 

 

＜構成員＞ 

健康推進課   村上 能朗   福祉政策課   村上 留実 

産業振興課   月原 康博   観光課     尾﨑 大輔 

地域振興課   鳥生  宏   農林水産課   渡部 誠也 

市民参画課   池田  茂   防災危機管理課 大澤 栄一 

 

＜オブザーバー＞ 

 伊予銀行 今治支店 

 愛媛銀行 今治支店 

 

＜ＰＴ及び事業担当者＞ 

総務調整課   阿部 浩一   障がい福祉課  三浦 瑞紀 

こども未来課   越智  浩   ネウボラ政策課  越智 崇典 

i.i.imabari!推進課 丹下 暢孝   i.i.imabari!推進課  菅  真德 

道路課     片上 勝文   下水道業務課   越智  敬 

消防本部総務課 井手 玉記   教育大綱推進課  﨑山 憲一 

 

＜事務局＞ 

市民が真ん中課 馬越課長、川﨑係長、月原主査、越智主査 
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日 時  令和５年 11月 13日（月）10:00～11:00 

場 所  今治市役所 11階特別会議室 3、4号 

事務局 定刻がまいりましたので、ただ今より令和５年度、第３回「今治

市ふるさと共創・共生ビジョン懇談会」を開催いたします。 

本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございま

す。 

事務局を務めさせていただきます市民が真ん中課長の馬越でござ

います。よろしくお願いいたします。 

それでは、開会に当たりまして、冨田企画政策局長からご挨拶申

し上げます。 

座長 皆様、おはようございます。座長を務めさせていただきます、企

画政策局長の冨田と申します。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。本日はお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございま

す。 

「今治市まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「今治市定住自

立圏共生ビジョン」につきましては、地方創生の各種取組や人口減

少の抑制をさらに進めるため、事業の追加や最新のデータの掲載な

ど、毎年度所要の改訂を行うこととしております。 

 総合戦略につきましては、国や県の動向や社会情勢の変化、前回

改訂以降の市政等の動向を反映させるためのものとなっておりま

す。 

共生ビジョンにつきましては、統計データや各種事業費の更新な

ど、国の要綱に基づいて年次の見直しを実施するものでございま

す。 

本日はこの２件を議事とさせていただいておりますので、委員の

皆様方のご意見やご了解をいただければと考えてございますので、

よろしくお願いいたします。 

なお、定住自立圏構想の推進及び総合戦略に基づく取組を、より

市民の皆さまに開かれたかたちで進めていくため、本ビジョン懇談

会は公開会議とさせていただいております。また会議録におきまし

ても、市の公式ホームページにて公開させていただきますので、ご

理解賜りますよう、お願い申し上げます。なお、会の途中で傍聴さ

れる方が入室する場合もございますので、ご了承いただければと存

じます。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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それでは、会次第にございますように、本日の議事案件は２件で

ございます。 

議事１「第２期今治市まち・ひと・しごと創生総合戦略の所要の

改訂」につきまして、事務局から協議の進め方をご説明いたしま

す。 

事務局 それでは、協議の進め方についてご説明いたします。 

議事１の総合戦略の所要の改訂につきましては、資料１「第２期

今治市まち・ひと・しごと創生総合戦略改訂案」に基づいてご協議

いただきます。 

今回の改訂に伴い、削除箇所はグレーで塗りつぶし、赤字見え消

しに、追加は赤字での記載としております。 

内容の変更や追加につきまして、主なものを担当課からご説明差

し上げました後に、委員の皆様からのご意見やご了解をいただけれ

ばと思います。 

以上が協議の進め方でございます。よろしくお願いいたします。 

座長 ありがとうございました。議事１の進行について、なにかご質問

等ございませんでしょうか。 

ないようですので、先ほどの事務局からの説明のような流れで進

行させていただきます。 

それでは、議事１「第２期今治市まち・ひと・しごと創生総合戦

略の所要の改訂」につきまして、資料１の総合戦略改訂案をご覧く

ださい。 

事務局よりご説明いたします。 

事務局 それでは総合戦略改訂案につきまして、ご説明させていただきま

す。 

令和３年度に、徳永市長のマニフェストの重要施策の推進を明確

に打ち出すための内容の追加、そして国や県の動向やウィズコロ

ナ・アフターコロナ時代への対応などを行うとともに、その取組を

進めてまいりました。 

今回は、主に昨年の改訂以降の市政等の動向を反映させるための

ものとなっております。 

  まず、資料の３ページをご覧ください。 

 基本的な考え方の修正についてご説明いたします。 

  

 国は、2024 年度までの地方創生の基本的方向を定めた「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を抜本的に改訂し、デジタル田園都市国

家構想の中長期的な基本的方向を提示する「デジタル田園都市国家

構想総合戦略」が、令和４年 12月に閣議決定されました。 
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この大きな柱は、デジタルの力を活用して、地方の社会課題の解

決・魅力向上の取組を加速化・深化させるものとなっており、改訂

された国の総合戦略に基づき、コロナ禍やデジタル技術の浸透・進

展など時宜を踏まえて、目指すべき地域像を再構築し、地方版総合

戦略を改訂するよう努め、具体的な地方活性化の取組を推進するよ

う求められております。 

  国のこれらの改訂内容を踏まえ、今治市の総合戦略につきまし

ても、３ページに記載の基本的な考え方に文言を追加させていただ

くものでございます。 

 

続きまして、具体的施策に新たに追加した項目や修正箇所につい

て、主なものをご説明させていただきます。 

  

 ９、10ページをご覧ください。 

基本目標１「だれもがこの地で元気に働けるふるさとを創る」の

「（ア）今治あきない商社を核とした瀬戸内クロスポイント構想の推

進」、「①今治あきない商社の設立」の KPI と具体的な事業の変更・

追加について、担当課よりご説明いたします。 

i.i.imabari!推進課 

丹下室長補佐 

 i.i.imabari!推進課の丹下と申します。 

 私より、ご説明させていただければと思います。 

  

 今回の変更につきましては、ご存知のことと思いますけれども、

株式会社今治あきない商社が今年度６月に設立されており、これに

伴うものでございます。 

 まず 10ページになります。こちら網掛けの部分、（仮称）となっ

ている部分が４か所ございます。こちらにつきましては、あきない

商社設立ということになりましたので、正式な名称として今治あき

ない商社ということで、（仮称）を削除させていただいております。 

  

 続きまして具体的な事業といたしまして、赤字で書いている部分

になります。地場産品の販路拡大を追加しております。 

 内容といたしましては、株式会社今治あきない商社が中心となり

まして、今治の魅力を様々なコンテンツを通じて力強く発信すると

ともに、CRMシステムの導入や全国に向けたプロモーションの積極

的な展開によりまして、ファンの維持拡大及び市外事業者とのコネ

クト構築。取引継続につなげまして、地場産品の販路拡大を推進す

ることとしております。 
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 これに伴う KPIの部分になるんですけれども、こちら KPI の枠の

中の赤字の部分になります。新たな指標といたしまして、株式会社

今治あきない商社等による新商品（既存商品のリニューアル・コラ

ボ等を含む）の開発件数 15件。こちらを追加させていただいており

ます。 

 

 以上でございます。 

事務局  続いて、18、19ページをご覧ください。 

 キャリアアップ支援事業、起業創業支援事業、経営基盤強化事業

の３つにつきましては、関連がございますので、一括して担当課よ

りご説明いたします。 

月原構成員 産業振興課の月原です。 

キャリアアップ支援事業、起業創業支援事業、経営基盤強化事業

の改定についてご説明いたします。 

今回の改定は、市民生活や産業分野などあらゆる分野で DX 推進を

さらに加速していくため、10月に今治イノベーションコンソーシア

ムを立ち上げ、①AI 人材の育成、②スタートアップの育成誘致、③

オープンイノベーションの推進を三本の柱にして、今後様々な取り

組みを展開していくための改定でございます。 

 

まず、キャリアアップ支援事業をご覧ください。 

赤字で、デジタル人材・AI人材の育成などを新たに加えました。 

今年度からプログラミングをはじめとするデジタルスキルの取

得、リスキリング支援の他、企業の DX 支援にも取り組んでおりま

す。 

また、AI人材の育成も重要であると考えており、今後はさらに

ChatGPTなどの生成 AI等を使いこなし、企業でのデータ活用や DX推

進の担い手となる AI人材の育成にも取り組んでまいります。 

 

次に、起業創業支援事業をご覧ください。 

今年度からスタートアップに必要な知識やスキルを学ぶ講座の

他、ビジネスプランコンテストの開催など、すでにいくつかの取り

組みに着手しておりますが、今後は今治版スタートアップ支援とし

て、スタートアップの再生、再起動に力点を置いたスタートアップ

の育成誘致の取り組みを展開してまいります。 
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次に、経営基盤強化事業をご覧ください。 

令和３年度から、地場産業振興センターが運営する今治共創ラボ

の枠組みにおいて、域外企業の技術を取り入れた新商品の開発支援

などを実施してきましたが、令和６年度以降は、本コンソーシアム

がこの機能を引き継ぎ、スタートアップや大学等と地元企業をつな

ぎ、各社が抱える課題の解決や競争力強化を支援するため、新事業

の創出、実証、産業の DX推進に取り組んでまいります。 

 

以上で説明を終わります。 

事務局  次に、21ページをご覧ください。 

 農林水産業の競争力強化について、KPIの変更がございますので、

担当課よりご説明いたします。 

渡部構成員 農林水産課の渡部でございます。 

21ページの農林水産業の競争力強化の変更点についてご説明をさ

せていただきます。 

枠で囲まれている KPIを変更しようとするものでございます。 

 

これまでは有機農産物の生産額を KPIとしておりましたがこれを

有機農業の取組面積、いわゆる耕作面積に変更しようとするもので

ございます。 

その理由としましては、現在指標としております有機農産物の生

産額につきましては、そのデータの把握方法が各農業者へのアンケ

ートによるものであり、毎年度回答していただける方も、また回答

者数も違うため、正確な経年比較ができていない状況でございまし

た。自己申告でもあり、個人情報でもある内容でございますので、

精度の高い調査結果の把握が困難であるため、目標を変更いたした

いと考えております。 

国がみどりの食料システム戦略で示している目標の一つに、有機

農業の耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を、2050 年に

25％、100万 haに拡大するという目標を立ててございます。 

これに合わせまして、有機農業の取組面積を KPIといたしたいと

思います。この有機農業の取組面積のデータの把握方法につきまし

ては、毎年度愛媛県が現地調査を行っておりますし、また農業セン

サスにおきましても５年ごとに調査を行っておりますので、公式な

データが公表されるものとなっております。 

 

説明は以上でございます。 
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事務局  次に、24、25ページをご覧ください。 

 基本目標２「未来を担う子どもたちをみんなで育むふるさとを創

る」の「（ア）子どもが真ん中のまちづくり」、「①切れ目のない支援

のための拠点整備」の KPI 及び具体的な事業の変更について、担当

課よりご説明いたします。 

ネウボラ政策課 

越智課長補佐  

ネウボラ政策課の越智でございます。 

24、25ページをお願いいたします。 

子ども家庭センターの設置ということで KPIを変更させていただ

いております。 

 

今般の児童福祉法の改正によりまして、市区町村において子育て

世代包括支援センター、いわゆる母子保健分野でございますが、そ

れと子ども家庭総合支援拠点、児童福祉分野でございますが、この

設立の意義や機能は維持した上で、組織を見直して全ての妊産婦、

子育て世代、子どもへ一体的に総合支援を行う機能を有する機関、

いわゆる子ども家庭センターの設置に努めることとされておりま

す。 

 

今治市におきましては、令和４年４月にネウボラ政策課を設置

し、課内に子ども家庭総合支援拠点、子育て世代包括支援センター

を配置して、一体的な総合支援窓口として稼働しているところで

す。 

 

この子ども家庭センターは、これまで子ども家庭総合支援拠点や

子育て世代包括支援センターにおいて実施している相談支援等の取

り組みに加え、新たに妊娠届から妊産婦支援、子育てや子どもに関

する相談を受けて支援をつなぐためのマネジメント、いわゆるサポ

ートプランの作成ですが、これは、民間団体と連携しながら、多様

な家庭環境等に関する支援体制の充実強化を図るものとなっており

ますので、現在令和６年４月の施行に向けて一体的な支援体制を、

整備しつつ、新たな業務の実施に向けて検討しているところでござ

いまして、KPIを子ども家庭センター1 か所と変更させていただいて

おります。 

 

以上でございます。 

事務局 

 

 総合戦略の改訂案についての説明は、以上でございます。 
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座長 ここまでの説明に関しまして、ご意見、ご質問はございませんで

しょうか。 

Ａ委員 今治あきない商社のところですけれども、既存商品のリニューア

ルとかコラボを含む商品っていうのは、例えば、どのようなものが

あるのか、もしわかったら教えていただきたいんですが。 

i.i.imabari!推進課 

菅課長補佐 

i.i.imabari!推進課並びに６月から設立いたしました株式会社今

治あきない商社に研修派遣という形で出向させていただいておりま

す、菅と申します。 

こちらの関係につきましては、昨年度からも i.i.imabari!推進課

だけではなく、地域振興課やしまなみ振興課と一体的になってやっ

ております、商品に新価値を生み出すとか、当然新商品というとこ

ろを生み出していくというふうなこともあるんですけども、そうい

ったところに対して支援をしていく事業がございまして、例えば既

存商品のパッケージをリニューアルするというところも手法の一つ

にはなっておりますし、今までなかったような商品を生み出してい

くというところも、想定はしております。 

それに対して補助金を出す事業がございまして、そういった市の

事業とあきない商社の方で特に力を入れている、ふるさと納税の返

礼品への取り込みを行っていきたいというところで、一緒に参画が

できればと考えております。 

例を１つ言いますと、ラムリンのパッケージデザインをこの事業

でリニューアルしております。既存のイメージからもう少し売れる

ような形へ持っていくという一つの例として、実際にやっていると

ころでございます。 

今後も事業を展開していきながら、そういった商品数を増やして

いけたらと考えております。 

以上です。 

Ｂ委員 今治版ネウボラの推進及び中核拠点施設の整備っていうところ

で、子ども家庭センターが１か所できるというのは非常にいいこと

だと思います。 

これは今治版ネウボラを推進していく上で、ハードができたとい

うことだと思うんですが、ハードだけではなくてソフトの部分、ネ

ウボラのいいところっていうのは、出産から子どもが成長していく

中で同じ人が関わるっていうところが一番のメリットだと思うの

で、それを実現できるように、ソフトの部分も十分充実させていた

だきたいなと思います。 
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ネウボラ政策課 

越智課長補佐 

ネウボラ政策課の越智です。 

ご意見ありがとうございます。 

一人ひとりに寄り添う、一体的なサポートを継続して努めてまい

りたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

以上です。 

Ｃ委員 今治あきない商社に関してなんですが、これはある程度売り上げ

を上げるとかっていうのが目的になるのか、それによって、もちろ

ん地域のブランディングと経済を地元の会社に落としていくという

ふうなところがあると思うんですけれども、その場合にやっぱり

EC、ネットショッピングで売上を上げようといったときに、いろん

な方法があって、公式サイトをさっき拝見したんですけど、すごい

綺麗で素敵なページで、楽天市場支店とか本当に売り上げを追求し

ていこうと思ったらそういうとこに出していったりとか、あと商品

の選定、いわゆる市がやるので、手を挙げたら載せてあげなきゃい

けないみたいな感じでやるのか、お客様目線で本当にいいものを、

この商社間違いないと、要は商社でセレクトショップだと思うん

で、いいものをここで買ったのは間違いないっていうふうな感じの

品質の足切りをちゃんとしてフィルタリングをして、販売し、今拝

見した感じすごいいいタオルばっかりで、それをクリアしてると魅

力を感じるんですけども、その路線で行った方が私個人的にはいい

かなと思います。 

一方でさっきおっしゃっていた新商品の話で、育てるっていう部

分、どこの世界もそうなんですけども、今正直もう厳しめにいっ

て、おたくの商品そこまで魅力ないのに高すぎるとか、いっぱいそ

ういう商品あると思うんです。 

そういった時に、強みを活かしてこういう風にやっていったら、

ちゃんと売れるものになるんじゃないんですかと育てる部分もある

と思っていて、それが新商品にも繋がっていくと思うんですけど

も、何かその辺のバランス、手を挙げたらみんなあきない商社で売

れるという考え方と、公共のものなのでみたいなところで割と厳し

く、いいものだけを取り扱うっていうふうなブランディング寄りの

考え方でいくのか、どんな感じのバランス感覚でいかれるのかなと

いうのが、お聞きしたいです。 

i.i.imabari!推進課 

菅課長補佐 

今治あきない商社の売上をアップするというところは当然民間の

株式会社としては求めていくところなんですけれども、会社ができ

た経緯というところが、ふるさと納税を伸ばしていくというところ
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も大きな目標の一つ、これが今のところはメインの目標になってお

りまして、それを目指すためにいろんな施策も取り組んでいるとこ

ろなんですけども、一方でおっしゃっていただいたような、今治ス

タイルという新しい ECサイトを立ち上げていまして、今はまだ商品

数としては、二つのメーカーのタオルのみですが、比較的上質なタ

オルでして、コンセプト的にも、今治のワンランク上の生活のスタ

イルを提供しますというイメージのページになっております。その

ページと今治市のふるさと納税で扱う返礼品を、ニアリーイコール

ぐらいに今はしようかと思っています。 

ふるさと納税の返礼品の今の商品数がかなり多いところもあっ

て、おっしゃっていただいたような今治市の行政がもしその辺の商

品選定を全部任せられるとなると、なかなか申し出のあったものを

お断りするという手法がない中、行政よりは少しニュートラルな今

治あきない商社でなら、ある程度選択もできるのかなという思いは

あります。そういったところでおっしゃっていただいた比較的売れ

るかなというふうな先ほどの商品で新価値を見出したようなものを

テストマーケティング的に取り上げていくのも一つのそのページで

使えるかなとも思っておりますし、ふるさと納税の返礼品としても

ある程度商品数を厳選していく中で、いいものを ECサイトでも購入

できるようにするような、商品が同じような形で掲載されるような

ところも考えておりますし、メーカーによっては返礼品以外にもい

ろんな商品も当然取り扱っておりますので、そのページからメーカ

ーのページに逆に飛べるような形で、我々だけが売上を上げるので

はなくて市内のいろんなメーカーに消費者を誘導していくような形

で、今治全体の事業として儲かるような仕組みを作っていけたらと

も考えています。 

あと我々だけが儲けるのだけではなくて、我々が儲けた中で得た情

報ですとか、お金も含めて、ある程度その地域の方に還元できるよう

な仕組みも今後ちょっと考えていけれたらなと考えております。 

Ｃ委員 もう 1点だけ。物販と明記されていたので、ツアー販売とかそう

いう役務、そちらはされる予定はない感じですか。 

i.i.imabari!推進課 

菅課長補佐 

今特にふるさと納税、これから 11、12 月と確定申告を間近に控え

る中で、需要が伸びてくる時期にはなっておりまして、今現在 11月

から各地に出向いて、ふるさと納税の PRもですけど、物販という形

で、地場産品の PR、販売も行っております。 

規模的にはそんなに大きいものではないものから、先日横浜で全
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国的にいろんな自治体が集まるようなところで、直接販売はしてな

いんですけども、大きく PRをさせていただいて、ライブコマースも

やってはみたんですけども、そういったところでふるさと納税と

か、商品そのものの販売につなげていけるような取り組みを行って

います。 

今後も大きいイベントだけではない、都内の今治市行政と連携協

定等を結んでいるような企業の方にも回っていきながら、PR もして

物販もしていきたいと考えております。 

Ｃ委員 ツアーとかそういう物販じゃないものとかっていうのは扱わない

感じですか。 

観光協会さんもいらっしゃってますけれども、ふるさと納税の返

礼品で、今治に一泊、例えば鈍川とか新しくリニューアルされたり

しますけども、そういうのを利用して、ツアーを組んでみてそのパ

ッケージツアーをとも思うのですが、パッケージはそもそも返礼品

にできないのでしょうか。 

i.i.imabari!推進課 

菅課長補佐 

我々今治あきない商社としては旅行業の許可がないので直接の取

り扱いはできませんが、取り扱いができる事業者さんがふるさと納

税の返礼品として出したいということであれば、今もモノだけでは

なくてコト消費という返礼品のニーズは全国的にもございますの

で、そういったような事業者が手を挙げていただく方法は当然ある

かと思います。 

Ｄ委員 移住されてきた方、海外の方も含めてなんですけれども今治は子

育てがしやすいっていうようなお話をよく耳にします。 

住みよいまちづくりという意味ではやっぱり子育ての部分という

のはすごく大事なところで、今回厚みを増していくというところ

で、今後期待したいなと思うんですが、変更点の中に民間団体との

連携があるんですけれども、どういったところを想定していらっし

ゃるんでしょうか。 

ネウボラ政策課 

越智課長補佐 

子育て、地域で育てることをこれから目指していくところでござ

いますので、そういったところで、民間団体の方との子育てに関す

るプランであったり、サポート体制であったりというのを模索しな

がら充実させていこうと思ってるんですけども、これから具体的に

検討していきたいと思います。 

Ｄ委員 今、結構地域食堂を頑張っているところがあって、個人レベルで

されているところから、学校と協働してやって、かなり成功してる

ところもあると思うので、鳥生とか、別宮とかはかなり頑張ってお
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りますので、そういったところをモデルケースにして、今後各校区

とか各地域で、広げていけるような広がりができればいいのかなと

思いました。 

地域食堂に関わっている方と話していると、自分が全然知らなか

ったようなことで、困っている方もたくさんいたりとか、入学式に

子どもを連れていくという、当たり前だと思っていたことがなかな

かできない人達もいたりとか、そういったところで地域の方と一緒

に課題が共有できてきている部分もあったりして、地域食堂は上手

く連携していければ、いろんなところで課題の掘り起こしも、共有

もできて地域の方とともにやっていける部分もあるのかなと思いま

したので、地域や団体を育てていくということも含めていろいろ検

討していただけたらと思います。 

Ｅ委員 21ページの有機農業の取組面積を 60ha から 61haというところ

で、有機農業をこれから伸ばしていこうとされているわけだと思う

のですが、そういったときに、今治市として、例えば学校給食は有

機野菜を 100％にするとか、そうなると今度は給食費をどうするの

かという問題も出てくるでしょうけれど、給食費を無償化にすると

か、そういった連携して、あるいは有機農業が盛んになってくる

と、あきない商社の方でも、そういった販売もできてくるというよ

うな連携を考えての面積アップすることについて、何か施策を考え

られているのかどうかお尋ねします。 

渡部構成員 生産面積を拡大するためには当然、消費が拡大しなければ広がっ

ていきません。学校給食での有機野菜等の活用というのは、大きな

販路の一つと考えております。 

ただ、おっしゃられましたように、直ちに有機野菜 100％にする

とか、給食費を無償化にするというのはまだそこまで議論は至って

おりませんが、今年度、全 21調理場あるんですけれど、12 月８日

の有機農業の日に１度、全調理場において有機野菜等を使ってみる

というような試行を考えております。 

それによって、実績を作って今後、来年度以降の学校給食におけ

る有機野菜等の使用率、比率を高めていくような流れにしていけれ

ばというふうに担当課としては考えております。 

 

Ｅ委員 各方面との関連が出てこようかと思いますが、せっかくなので、

有機栽培は大変だというのを前にお聞きしましたけど、そういった

方への援助もしていただいたらと思います。 
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座長 様々なご意見をいただきましたが、総合戦略につきましては、事

務局からの提案のあった現在の案で進めてまいりたいと思いますが

よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

ありがとうございます。 

今後の予定としましては、12 月を目途に改訂版を策定・公表予定

としております。 

議事１の総合戦略の改訂につきましては、以上とさせていただき

ます。 

 

それでは次の議事に移らせていただきます。会次第にございます

とおり、議事２「第４次今治市定住自立圏共生ビジョンの所要の改

訂」につきまして、事務局から協議の進め方をご説明いたします。 

事務局 それでは、ご説明いたします。 

議事２の共生ビジョンの所要の改訂につきましては、資料２の共

生ビジョン改訂案に基づいてご協議いただきますが、計画期間中の

事業費を最新の数字に更新するものが中心であり、変更箇所が多数

ありますので、新規追加項目等を中心にいくつかピックアップして

担当課からご説明したうえで、委員さんのご意見やご了解をいただ

ければと思います。 

こちらの資料につきましても、総合戦略と同様、削除箇所はグレ

ーで塗りつぶし、追加は赤字での記載としております。 

以上が協議の進め方でございます。積極的なご発言をよろしくお

願いいたします。 

座長  ありがとうございました。議事２の進行について、なにかご質問

等ございませんでしょうか。 

ないようでございますので、先ほどの事務局の説明のような流れ

で進行させていただきます。 

 

それでは、議事２「第４次今治市定住自立圏共生ビジョンの所要

の改訂」につきまして、資料２「第４次今治市定住自立圏共生ビジ

ョン（案）」をご覧ください。 

事務局よりご説明いたします。 

事務局 それでは定住自立圏共生ビジョン改訂案につきまして、ご説明さ

せていただきます。 

資料の 22ページをご覧ください。 
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「子どもが真ん中のまちづくり」の【目的達成に向け実施する事

業】「しまなみの子どもを育む交通費支援事業（障がい児支援）」の

追加について担当課よりご説明いたします。 

障がい福祉課 

三浦係長 

障がい福祉課の三浦でございます。 

私の方から「しまなみの子どもを育む交通費支援事業、障害児支

援」についてご説明させていただきます。 

こちらは島しょ部における少子化対策、子育て支援に寄与するこ

とを目的に、これまでの事業に加え、県内の障害児通所支援事業所

に通所した場合の交通費の一部支援を追加いたしました。 

事業の概要といたしましては、発達に遅れや障害のある子どもが

通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等と

いったサービスの提供を受ける障害児通所支援事業所に通う際、保

護者が送迎した場合のしまなみ海道通行料等の一部、障害者割引相

当分を助成するものになります。 

この障害児通所支援事業所は未就学の児童を対象とした児童発達

支援事業所で、市内に現在 13か所ございます。 

また、就学後の児童を対象とした放課後等デイサービス事業所に

ついては、現在市内に 31か所ございます。 

島しょ部には、宮窪にそれぞれの機能を持った１か所が開設され

ております。 

助成を受ける具体的な例といたしましては、島しょ部の事業所は

三島内であれば送迎を行ってくれていますが、その事業所の送迎時

間が合わず、保護者が送迎した場合、事業所毎に特色を持ったサー

ビスを提供しておりますので、子どもの特性に合わせたサービスを

受けさせたいなどの希望からしまなみ海道を渡って陸地部の事業所

への通所を希望される場合に対象になると想定しております。 

この事業開始の背景といたしましては、障害児通所支援事業所を

利用する児童の増加がございます。 

全国的にもこの事業の利用者は増加しておりまして、当市におき

ましても、平成 30 年度に約 460 名程度の利用だったところ、現在は

870名程度と、およそ二倍近くとなってきております。 

島しょ部の利用者も、20名台ぐらいから、現在 40名台と増加して

おりますので、この事業を利用する方というのは今後も増えてくる

ものと想定しております。 

島しょ部にお住まいの障害のある子どもや発達に心配のある子ど

もの保護者の負担を少しでも軽減して、必要なサービスを受けるこ

とができるように努めてまいりたいと思っております。 

以上で説明を終わります。 

事務局 続いて、資料の 117 ページをご覧ください。 

「圏域の自立を担う人材の育成」の成果指標の追加につきまし

て、ご説明いたします。 
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事務局 市民が真ん中課の川崎でございます。 

私の方から圏域の自立を担う人材の育成、117ページの成果指標の

追加につきましてご説明をさせていただきます。 

今治市えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金でございますけ

れども、こちらは愛媛県の補助金を活用させていただいて実施をし

てまいりましたが、令和４年度をもってこちらの補助金が廃止とな

りました。それに伴い、ここの成果指標、測定指標がなくなってし

まいまして、そういったところから新たな成果指標として、この赤

字の指標を設定をさせていただくものでございます。 

この地域後継者人材育成事業「いまばり地域共創塾」でございま

すけれども、こちらは高校生以上の市民の方や市の職員等を対象

に、人と繋がる面白さや地域づくりについて考える塾を開催するこ

とで、地域を牽引できる人材の育成を図るものでございます。 

令和５年度からスタートしておりますが、年間５回程度の開催を

予定しておりまして、年間で 30人、３年間で 90人の受講者を輩出す

るということを成果指標として設定をさせていただいております。 

説明は以上でございます。 

座長 共生ビジョンの主な改訂箇所についての説明が終わりました。 

ここまでの内容で、ご意見・ご質問等ございませんでしょうか。 

Ｆ委員 それでは、22 ページのしまなみ子どもを育む交通支援事業という

ことで、利用者の数は増加傾向にあるということで、その中で島し

ょ部は事業所とかは少ないという認識をしているんですけれども、

その中でこういった交通費支援ということで、非常に重要な事業だ

と思っております。 

その中で、島しょ部に新たな事業所であったりとか、そういう設

立の推進を考えていることはあるんでしょうか。 

障がい福祉課 

三浦係長 

子どもが減少している今治市、全体的に減少していて、特に島し

ょ部の子どもが減少しているということを鑑みると、この障害児通

所支援事業というのは、国の基準で職員の配置なども決まっており

ますので、なかなかその専門職の確保というのが、陸地部も含めて

なかなか難しいということで聞いております。 

現在、島しょ部に１か所ありますけれども、島しょ部で開設した

いという希望は今のところ相談は受けてないのですが、地域で子ど

もは育っていくというところだと思っており、できれば月に何回か

陸地部の方に通ったり、違う島にある事業所に通って、それを地元

で生かせるような支援、体制を作っていけるように、障がい福祉課

としては考えておりますので、事業者の新規開設というよりは、地

域でその子どもたちが、特性があっても育っていけるような支援策
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というのを検討してまいりたいと思っております。 

Ｆ委員 先ほど宇佐美委員からもあったのですけれども、学校と地域が子

ども食堂であったりとかっていうような感じで繋がることも大切だ

という意見を聞いていて、今回の障がい児とか障がい者も含めてな

んですが、福祉教育などで学校の方に訪れることがあるんですけれ

ども、よく耳にするというか、感じることなんですけれども、地域

で障がいの方を支えていこうという声はあるんですが、やはりまだ

まだ障がい者理解っていうところが見えないというか繋がらないと

いうところのご意見が聞かれて、特に民生児童委員であったりと

か、その地域と学校が開けた繋がりができたらいいなということ

で、これは意見というか提案にはなるんですけれども、もっと開け

た繋がりを期待しています。 

Ｇ委員 22 ページの補助金の関係で疑問に思ったことですが、島しょ部の

方に橋代がかかりますから、市としても、橋代の無料化にご尽力い

ただいてると思うんですけども、なかなか現実的には無料にならな

いので、こういう補助事業も大切なことだと思っております。 

単純に疑問に思ったが、先ほどの説明でこの障がい者の方ですか

ね、20名から 40名に増えているというご説明をされたと思うんです

けど、単純に人口が減っていると思うんですけど、その中で倍に増

えているのは、何か理由といいますか、障がい者の方のカウントの

変更とか、何か理由が分かったら教えていただいたらと思います。 

障がい福祉課 

三浦係長 

子どもが減っているのに利用者がすごく増えている背景は、全国

的にも同じような流れになっておりまして、当初は障害者手帳をお

持ちの方とか、特別支援学校に行っている方が通う事業だったんで

すけれども、事業所の増加、利用希望者の増加が、特性のある子ど

もが必要な支援を早期に受けるような周知がなされたというのが背

景にあると思います。 

以前であれば保護者の方は、障がいや特性があるっていうのをな

かなか認めたりとか、表に出したりすることに躊躇があったかもし

れませんけれども、そういうのが進んできて、早めに通わせたい、

子どもに必要な支援を受けさせたいというのが広まってきているの

ではないかと思います。 

現在の利用者は先ほど 870 名と申しましたが、日々増えておりま

して、新規の利用の希望の方を見ておりますと、障害者手帳をお持

ちの方はほとんどいなくて、例えば支援学級に通っている方、普通

学級に通っていてもクラスで上手く友達と人間関係が築けなかった
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り、勉強が落ち着いて受けられなかったりということで、そういっ

た診断までは受けてないけれども、支援が必要という方も利用がと

ても増えているので、保護者も早期に支援を受け、必要なその子に

合った対応というのを学んで欲しいというところで、通わせたいと

いうことでハードルが下がっているんではないかというふうに思っ

ております。 

Ｈ委員 先ほどの障がい児のところにも続くというか、今治市って放課後

デイ結構多いですよね。ここ何年かですごく出来ていったかと思う

んですけれども、恐らく利用人数は需要があるからこそ増えてるっ

てことだと思うのですが、そこに島しょ部から通っている方もいら

っしゃるということなんですけど、制度的に可能かどうかわからな

いんですけど、来てもらうのではなく、その地域でっていうことに

なると、出張みたいな形で、事業所の方が週に 1 回とか月何回とか

島しょ部に行くみたいなところっていうのは難しいんですかね。 

通ってもらうではなくて、地域でそこの場で育っていくというこ

とを考えると、島しょ部に出張みたいな形ができるとそれも一つ方

法なのかなと思うんですけど。 

障がい福祉課 

三浦係長 

子どもの活動しているところに出向いてというサービスは実際に

ございまして、この障害児通所支援事業の中に、先ほどご説明しま

した児童発達支援と放課後等デイサービスのほかに、保育所等訪問

支援という事業もございます。 

これは子どもが普段生活をしている保育所や幼稚園、認定こども

園、あとは小学校などに事業所の方が出向いて、子どもに直接支援

をしたり、支援をされている先生方に指導とか助言をされたりとい

う事業がございます。そういったものもご利用されている方は実際

にいらっしゃいます。 

国の方も、この保育所等訪問支援を利用して放課後等デイサービ

スなどから、卒業を目指していこうというふうに、現在進めており

ますので、当市といたしましてもそのような方向で事業を進めてい

きたいなというふうには思っております。 

Ｉ委員  私もこの障害児通所支援事業のことで、担当者の方にお伺いした

いんですが、先ほどのお答えの中で、障害者手帳は持ってない、あ

るいは診断をされてないけど、希望しているという形で通うことが

可能みたいな話をされたように思うんですけども、必ずしも医師の

診断等は必要なく、親御さんの希望で通わせることが可能というよ

うな状況なんでしょうか。 
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障がい福祉課 

三浦係長 

通うために障がい児とか、その支援が必要な確認というのはもち

ろんさせていただいております。これは国の方でいくつか条件がご

ざいまして、障害者手帳の他には診断というのもございます。 

ただ、ご説明したように小さい子ども、今だったら 1歳、2 歳で

利用を開始する子どもがいまして、そういう小さい子どもが診断を

受けるには、もう少し年数がいるんではないかというふうに思いま

すので、受診をしている子どもであれば、診断はつかないけれど

も、通ったほうがいいよという意見書ですとか、あとは 1歳半健診

や 3歳児健診で、通常の健診で少し注意が必要な子どもなどは、二

次相談とか発達相談を受けられるので、その場で相談を受けた方、

保健師とかが通われた方がいいという意見書をもって、利用可能と

いうことにさせていただいておりますので、保護者が希望すること

に加え、どこかの意見書、今治市でいうと発達支援センターという

のを設置しておりますので、面談に行っていただき、実際に遊びと

か検査を受け、発達に遅れがあるっていう意見書があれば、利用可

能ということにしております。 

Ｉ委員 ある程度専門の方が見てらっしゃるのが条件ということですね。 

障がい福祉課 

三浦係長 

そうです。 

座長  様々なご意見をいただきましたが、共生ビジョンにつきまして

は、事務局からの提案のあった現在の案で改訂を進めてまいりたい

と思いますがよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

いただきましたご意見は事業を進めていく中で反映していきたい

と考えております。 

また、委員の皆様に、後日確定版をお送りさせていただきます。 

 

以上で本日の議事がすべて終了いたしました。委員の皆さま、貴

重なご意見をいただき、ありがとうございました。 

 続きまして、今後の予定について事務局よりご説明します。 

事務局 それではご説明いたします。 

今年度のビジョン懇談会は今回で最後となります。委員の皆様、

どうもありがとうございました。 

なお来年度につきましては、詳細が決まり次第、委員の皆様にお

伝えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 
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座長 そうしましたら、最後に、せっかくお集まりいただいた機会でご

ざいますので、委員の皆様から本日の協議事項以外につきまして

も、市政等に対しまして、何かご意見やご提言、ご質問等がござい

ましたらご発言いただければと思います。今治市といたしまして

も、頂戴したご意見等を今後の検討材料とさせていただけたらと思

いますので、忌憚のないご意見を頂戴できたらと思います。 

何かご意見・ご質問等ございませんでしょうか。 

Ｃ委員 今治版ネウボラの先ほどのソフトウェア、サポート的なものがあ

ったらいいんじゃないかみたいなお話があったと思うんですけど

も、これに限ったわけではなくて、今治市のいろんな他の部署の相

談窓口もそうだと思うんですけども、部分的にＬＩＮＥとかで相談

できるようにすると、利用者は使いやすかったりするんじゃないか

なっていうのは思います。 

よく夜中の自殺相談チャンネルみたいな電話番号みたいな、あれ

が電話番号の窓口から、ＬＩＮＥの窓口を増設したら相談件数が 5

倍とか 10 倍とかになったみたいな統計がありますけども、今の特に

お母さん世代とかはなおさらそうだと思うんですが、電話が億劫、

電話をかけるのがストレスで、ＬＩＮＥだったら相談できるみたい

な感じの方が多いみたいで、ＬＩＮＥの窓口があると相談する側か

らすると単純に助かるんじゃないかなと思います。 

ただ今治市側の負担も大きいと思いますので、電話より効率が悪

いところもあると思うし、会話の往復とか、あとは全部発言したこ

とが記録で残ってしまうのが良くも悪くもあったりとか。 

逆に、部署内で共有はしやすい、文字でテキストデータであるの

で、電話でどういう対応したかよくわかんないみたいなことはなか

ったりするので、いい面もあったりするし、検討しなきゃいけない

面もあると思うんですけども、いろんな箇所でもし可能だったらち

ょっとテスト的に、特にこのネウボラとか、ＬＩＮＥとかでパッと

相談できると、ハードウェアができたっていうのは本当に素晴らし

いことだと思うんですけども、それに加えて時間と場所を選ばなく

て相談できるっていうふうな手段で、電話よりもＬＩＮＥっていう

ふうなものとかっていうのがあったら、いいんじゃないかなとい

う、この部署だけじゃなくていろんなところで、窓口でいいかなと

思いました。 

座長 ありがとうございます。 

今治市の公式ＬＩＮＥもありまして、皆様からのご要望に応じて
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受付ができるような、小窓もＬＩＮＥの中につけたりしておりま

す。 

そういった部分もご利用や要望をいただいたら、秘書広報課を中

心にいろいろとやっていけたらと考えております。 

新型コロナウイルスのワクチン接種の予約をＬＩＮＥでできるっ

ていうことにしたので、利用者の方もその部分で上がったりもして

たりするので、そういったところは、村上委員の方からのご意見を

いただいて、また市民の方が使いやすいような形でＳＮＳというの

も今後展開していくという形で、現在は秘書広報課が中心にやって

いるのですが、その辺り担当課の方にもお願いできたらと思います

ので、皆さんよろしくお願いいたします。 

他にご意見もないようですので、これをもちまして、令和５年度

第３回「今治市ふるさと共創・共生ビジョン懇談会」を閉会といた

します。 

委員の皆さまにおかれましては、大変お忙しい中、今年度３回に

わたる会の運営にご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

皆様、本日はどうもありがとうございました。 

 


